
浅口市中小企業成長支援事業補助金交付申請書 

 

令和   年   月   日 

 

  浅口市長         様 

 

  申請者 

住所又は所在地  

 事業所名及び 

代 表 者 氏 名 

担当者・連絡先  

 

 浅口市中小企業成長支援事業補助金交付要綱（平成27年浅口市告示44号）第６条の規定により、

次のとおり申請いたします。 

補助年度 令和   年度 補助事業区分 ホームページ作成事業 

申請者 

の概要 

資 本 金 等 の 額 円 従 業 員 数 人 

事 業 概 要  

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
の
内
容 

補

助

事

業

の

内

容 

申 請 の 種 別    新 規           更 新 

ホームページの 

名 称 及 び U R L 
 

補 助 事 業 経 費 

の 内 容  

事業完了予定日       年   月   日 

補 助 事 業 経 費 円  

補 助 対 象 経 費 円  

補 助 金 額   円 （※千円未満切り捨て） 



 

ホームページ

の作成、更新

の内容 

 

ホームペー

ジの作成、更

新の目的 

・見込まれ 

る効果 

（詳細に） 

 

 

［添付書類］ 

・法人又は団体の場合は、市内に事業所又は事務所を有することが確認できるもの（法人登記事

項証明書の写し等） 

・個人の場合は、市内に住所及び事業所を有することが確認できるもの（申告書の写し等） 

・広告宣伝及び販路拡大する製品もしくは事業概要が確認できるもの（カタログ・企業概要等） 

・収支予算書 

・見積書（作成・更新委託料、ドメイン取得費用等） 

・更新前のホームページ構成（トップページを出力したもの等）（申請種別が更新の場合のみ） 

・誓約書（浅口市中小企業成長支援事業補助金交付要綱第２条第２号に規定する者がいないこと

を誓約する書面） 

・その他市長が必要と認める書類 

 

［注意事項］ 

・パソコン、デジタルカメラ、スキャナー等の機器購入費、通信経費その他当該ホームページの

維持管理のための費用は補助の対象としません。 

・補助率２分の１以内、補助限度額10万円です。過去2年度に本事業の補助金の交付を受けている

事業者は申請できません。 

・補助事業の計画を変更（補助対象経費の増減が20％未満の軽微な変更を除く。）しようとすると

き、又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要がありま

すので、速やかに市役所産業振興課（☎44-9035）にご相談下さい。 


